
 

 

「組合員紹介制度」の導入から 1年！ 

～ルールを見直し、支給条件を改善しました～ 
2024 年度運動方針の最重要課題として組合員拡大に取り組み、2024 年 10 月から「組合員紹介制度」を全

学に導入しました。2025 年度執行部は、利用実績や運用方法を分析・検討し、組合員の皆様にさらにご利用

しやすくご活用いただくために制度を見直しました。 

2025 年度 8 月から支給条件「人数制限」を撤廃し、制限なくご利用いただけるように改善しました！ 

この制度は、ひとりでも多くの熊大教職員の皆様に組合のことを知っていただき、ご加入の検討機会となる

よう、組合員の皆様にご協力をお願いするものです。ご紹介者には組合事務所にて紹介補助金をお渡しいたし

ます。また組合の紹介資料等が必要な方は、必要部数をお届けしますので、組合事務所までご連絡ください。 

皆様の労働環境・労働条件を改善するには、組合員の数と団結力が必要です。ひとりでも多くの仲間を増や

して、大きな声を熊大使用者に届けましょう！組合員の皆様のご協力をお願いします。 

 

 

組合員紹介制度 

 

 

 

 

 

・支給金額：1,000円 

・支給条件：非組合員が組合に加入した場合 
※加入申込書に紹介者を記入すること。 

・紹介者人数：無制限（人数制限を撤廃） 
      ※人数制限の見直し 2025 年 8 月 1 日～ 

 
 

・連絡先 ：本部事務所 内線(3529)  医学部支部事務所 内線(5858) 
ku-kyoso@kumamoto-u.ac.jp     m-kumiai@kumamoto-u.ac.jp 
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内線:3529 FAX:346-1247 

ku-kyoso@kumamoto-u.ac.jp 
http://union.kumamoto-u.ac.jp/ 

紹介者 
(組合員紹介制度) 

1,000円 

加入者 
QUOカード 

2,000円分 


